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(57)【要約】
【課題】タッチパネルの操作を簡素化することができ、
表示画面に加筆イメージを円滑に形成し、表示すること
ができるようにする。
【解決手段】接触子の動作を検出する表示部３６と、標
準モード及び入力モードを設定するモード設定処理部Ｐ
ｒ１２と、標準モードが設定されているときに、表示画
面に画像を表示する画像表示処理部と、接触子の移動が
検出された場合に、加筆イメージを形成する加筆画像形
成処理部Ｐｒ１５と、加筆データを画像データと対応さ
せてデータ記憶部に記録するデータ記録処理部Ｐｒ１６
と、接触子の接触箇所の変化が検出された後、接触子の
移動が検出されると、画像の表示形態を変更する表示形
態変更処理部とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）タッチパネルから成り、操作者が表示画面に接触子をタッチしたときに接触子の動
作を検出する表示部と、
（ｂ）操作者が表示画面に接触子をタッチしたときの接触条件に基づいて、情報処理装置
に標準モード及び入力モードを設定するモード設定処理部と、
（ｃ）情報処理装置に標準モードが設定されているときに、画像データに基づいて前記表
示画面に画像を表示する画像表示処理部と、
（ｄ）情報処理装置に入力モードが設定されているときに、表示部によって接触子の移動
が検出されると、加筆データを生成し、該加筆データに基づいて、表示画面上に加筆イメ
ージを形成する加筆画像形成処理部と、
（ｅ）情報処理装置に入力モードが設定されているときに、表示部によって接触子の接触
箇所の変化が検出されると、接触子の接触箇所の変化が検出されるまでに生成された加筆
データを画像データと対応させてデータ記憶部に記録するデータ記録処理部と、
（ｆ）表示部によって接触子の接触箇所の変化が検出された後、接触子の移動が検出され
ると、接触子の移動方向に応じて、加筆イメージが形成される前の表示画面上の画像の表
示形態を変更する表示形態変更処理部とを有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示形態変更処理部は、接触子の移動が表示画面の２箇所で検出され、かつ、接触
子の移動方向が同じである場合に、加筆イメージが形成される前の表示画面上の画像を接
触子の移動方向に移動させる請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示形態変更処理部は、接触子の移動が表示画面の２箇所で検出され、かつ、接触
子の移動方向が異なる場合に、加筆イメージが形成される前の表示画面上の画像を拡大又
は縮小する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
（ａ）前記表示部は、表示画面の座標から成り、表示画面上の接触子の軌跡を表す軌跡デ
ータを生成し、
（ｂ）前記加筆画像形成処理部は、表示画面上の画像の座標から成り、画像上の位置を表
す位置データと前記軌跡データとを関連付けた加筆データを生成し、該加筆データに基づ
いて前記加筆イメージを形成する請求項１～３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示画面上の画像と加筆イメージとはレイヤーを異ならせて表示画面に表示される
請求項１～４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記データ記録処理部は、接触子の移動が表示画面の２箇所で検出されると、接触子の
移動が表示画面の２箇所で検出されるまでに生成された加筆データを画像データに対応さ
せてデータ記憶部に記録する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記加筆画像形成処理部は、前記データ記憶部から画像データ及び加筆データを読み出
し、入力モードによる処理を継続して加筆イメージを形成する請求項６に記載の情報処理
装置。
【請求項８】
　前記請求項１～７のいずれか１項に記載の情報処理装置とサーバ装置とがネットワーク
を介して接続されることを特徴とする情報処理システム。
【請求項９】
（ａ）前記画像表示処理部は、サーバ装置の記憶装置から読み出され、情報処理装置に送
信された画像データに基づいて画像を表示し、
（ｂ）前記データ記憶部に記録された加筆データ及び画像データは、サーバ装置に送信さ
れて前記記憶装置に記録される請求項８に記載の情報処理システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建築現場、工事現場、測量現場等の作業現場、例えば、建築現場において、作業
の進捗状況等を確認するために、所定の確認箇所で、電子カメラが搭載された携帯型の端
末装置を使用して確認対象物の写真を撮影し、確認対象物について確認を行い、写真及び
確認結果をサーバ装置に送信し、記録するようにした情報処理システムが提供されている
（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　ところで、携帯型の端末装置としてタッチパネルから成る表示部を備えたタブレット装
置を使用した場合、表示部に表示画面としての図面表示画面が形成され、操作者は、図面
表示画面に表示された画像としての建築現場の図面を見ながら確認対象物について確認を
行うとともに、タッチパネルを操作し、図面表示画面に表示された図面に重ねてサイン等
の画像を加筆イメージとして形成し、表示することが考えられる。
【０００４】
　その場合、例えば、操作者が、タブレット装置に入力モードとしての加筆モードを設定
し、図面表示画面上で指を移動させると、指の軌跡に基づいて図面に重ねて加筆イメージ
が形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１９８２５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記従来の情報処理システムにおいては、加筆イメージを形成している
ときに、図面表示画面上の図面の表示形態を変更し、図面を移動させたり、拡大したり、
縮小したりしようとすると、タブレット装置のモードを加筆モードから標準モードとして
の表示モードに切り替え、表示モードにおいて、図面を移動させたり、拡大したり、縮小
したりした後、再びタブレット装置のモードを表示モードから加筆モードに切り替える必
要があり、タッチパネル上の操作部の操作が煩わしい。
【０００７】
　また、表示モードにおいて、図面を移動させたり、拡大したり、縮小したりした後、再
びタブレット装置のモードを加筆モードに切り替えた場合、表示モードに切り替える前に
形成された加筆イメージを利用し、継続して加筆イメージを形成することができなくなり
、図面表示画面に加筆イメージを円滑に形成し、表示することができない。
【０００８】
　本発明は、前記従来の情報処理システムの問題点を解決して、タッチパネルの操作を簡
素化することができ、表示画面に加筆イメージを円滑に形成し、表示することができる情
報処理装置及び情報処理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
  そのために、本発明の情報処理装置においては、タッチパネルから成り、操作者が表示
画面に接触子をタッチしたときに接触子の動作を検出する表示部と、操作者が表示画面に
接触子をタッチしたときの接触条件に基づいて、情報処理装置に標準モード及び入力モー
ドを設定するモード設定処理部と、情報処理装置に標準モードが設定されているときに、
画像データに基づいて前記表示画面に画像を表示する画像表示処理部と、情報処理装置に
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入力モードが設定されているときに、表示部によって接触子の移動が検出されると、加筆
データを生成し、該加筆データに基づいて、表示画面上に加筆イメージを形成する加筆画
像形成処理部と、情報処理装置に入力モードが設定されているときに、表示部によって接
触子の接触箇所の変化が検出されると、接触子の接触箇所の変化が検出されるまでに生成
された加筆データを画像データと対応させてデータ記憶部に記録するデータ記録処理部と
、表示部によって接触子の接触箇所の変化が検出された後、接触子の移動が検出されると
、接触子の移動方向に応じて、加筆イメージが形成される前の表示画面上の画像の表示形
態を変更する表示形態変更処理部とを有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、情報処理装置においては、タッチパネルから成り、操作者が表示画面
に接触子をタッチしたときに接触子の動作を検出する表示部と、操作者が表示画面に接触
子をタッチしたときの接触条件に基づいて、情報処理装置に標準モード及び入力モードを
設定するモード設定処理部と、情報処理装置に標準モードが設定されているときに、画像
データに基づいて前記表示画面に画像を表示する画像表示処理部と、情報処理装置に入力
モードが設定されているときに、表示部によって接触子の移動が検出されると、加筆デー
タを生成し、該加筆データに基づいて、表示画面上に加筆イメージを形成する加筆画像形
成処理部と、情報処理装置に入力モードが設定されているときに、表示部によって接触子
の接触箇所の変化が検出されると、接触子の接触箇所の変化が検出されるまでに生成され
た加筆データを画像データと対応させてデータ記憶部に記録するデータ記録処理部と、表
示部によって接触子の接触箇所の変化が検出された後、接触子の移動が検出されると、接
触子の移動方向に応じて、加筆イメージが形成される前の表示画面上の画像の表示形態を
変更する表示形態変更処理部とを有する。
【００１１】
　この場合、表示部によって接触子の接触箇所の変化が検出された後、接触子の移動が検
出されると、接触子の移動方向に応じて、加筆イメージが形成される前の表示画面上の画
像の表示形態が変更される。
【００１２】
　したがって、操作者が接触子の接触箇所を変化させるだけで、入力モードから標準モー
ドに切り替えることなく画像の表示形態を変更し、加筆イメージを移動させたり、拡大し
たり、縮小したりすることなく、接触子の移動方向に応じて画像だけを移動させたり、拡
大したり、縮小したりすることができるので、タッチパネル上の操作部の操作を簡素化す
ることができる。
【００１３】
　また、情報処理装置に入力モードが設定されているときに、表示部によって接触子の接
触箇所の変化が検出されると、接触子の接触箇所の変化が検出されるまでに生成された加
筆データが画像データに対応させてデータ記憶部に記録されるので、画像を移動させたり
、拡大したり、縮小したりした後、前記データ記憶部から画像データ及び加筆データを読
み出し、継続して加筆イメージを形成することができる。したがって、表示画面に加筆イ
メージを円滑に形成し、表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態における情報処理システムの制御ブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態における情報処理システムの概念図である。
【図３】本発明の実施の形態におけるタブレット装置の操作方法を説明するための図であ
る。
【図４】本発明の実施の形態における図面表示画面に表示された図面に加筆イメージを形
成する際の制御部の動作を説明するための第１の図である。
【図５】本発明の実施の形態における図面表示画面に表示された図面に加筆イメージを形
成する際の制御部の動作を説明するための第２の図である。
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【図６】本発明の実施の形態における図面表示画面に表示された図面に加筆イメージを形
成する際の制御部の動作を説明するための第３の図である。
【図７】本発明の実施の形態における図面表示画面に表示された図面に加筆イメージを形
成する際の制御部の動作を説明するための第４の図である。
【図８】本発明の実施の形態における図面表示画面に表示された図面に加筆イメージを形
成する際の制御部の動作を説明するための第５の図である。
【図９】本発明の実施の形態における図面表示画面に表示された図面に加筆イメージを形
成する際の制御部の動作を説明するための第６の図である。
【図１０】本発明の実施の形態における図面表示画面に図面及び加筆イメージを表示する
際の制御部の動作を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態におけるタブレット装置に加筆モードが設定されていると
きの制御部の動作を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の実施の形態における加筆データを生成する際の制御部の動作を示すフ
ローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態における加筆モードが設定されているときに、図面を移動
させたり、拡大したり、縮小したりする際の制御部の動作を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施の形態における図面表示画面に加筆イメージを継続して形成する
際の制御部の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。この場合、情
報処理装置としての、かつ、携帯型の端末装置としてのタブレット装置、及び該タブレッ
ト装置とサーバ装置としての図面サーバとをネットワークによって接続した情報処理シス
テムについて説明する。
【００１６】
　図１は本発明の実施の形態における情報処理システムの制御ブロック図、図２は本発明
の実施の形態における情報処理システムの概念図である。
【００１７】
　図において、１０は情報処理システム、１１はタブレット装置、１２は図面サーバ、Ｎ
ｔはタブレット装置１１と図面サーバ１２とを接続するインターネット等の第１の通信網
としてのネットワーク、１６は通信装置、１８はタブレット装置１１と通信装置１６とを
無線で接続する第２の通信網としての無線ＬＡＮである。
【００１８】
　前記情報処理システム１０が、建築現場、工事現場、測量現場等の作業現場、例えば、
建築現場において作業の進捗状況等を確認するために利用される場合、操作者は、前記タ
ブレット装置１１を使用して、建築現場の複数の確認箇所における確認対象物について、
実物と図面とを比較して、確認を行い、確認結果をタブレット装置１１に入力する。
【００１９】
　なお、本実施の形態において、前記通信装置１６は公衆無線通信システムの無線基地局
である。また、本実施の形態においては、情報処理装置としてタブレット装置１１が使用
されるようになっているが、ノートパソコン、携帯電話、スマートフォン等を使用するこ
とができる。
【００２０】
　次に、図面サーバ１２について説明する。
【００２１】
　図面サーバ１２は、制御部２１、第１の記憶部としての記憶装置１３、第２の記憶部と
してのＲＯＭ（ＲＥＡＤ　ＯＮＬＹ　ＭＥＭＯＲＹ：読取専用メモリ）２３、第３の記憶
部としてのＲＡＭ（ＲＡＮＤＯＭ　ＡＣＣＥＳＳ　ＭＥＭＯＲＹ：読書自在メモリ）２４
、通信部２５等を備える。
【００２２】
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　前記記憶装置１３は、ハードディスク等の大容量の記憶媒体から成り、図面データベー
スを構成する。本実施の形態においては、記憶装置１３に、あらかじめ用紙等に作成され
た各種の建築現場の設計図面を元図とし、元図をデータ化した図面データＤｔｉ（ｉ＝１
、２、…）が建築現場ごとに記録される。また、記憶装置１３には、前記図面データＤｔ
ｉに対応させて、後述される加筆データ等の付属情報が記録される。
【００２３】
　前記制御部２１は、図示されないＣＰＵを備え、ＲＯＭ２３に記録された各種のプログ
ラムに従って図面サーバ１２の全体の制御（情報処理）を行うとともに、前記記憶装置１
３に記録されたプログラムに従って図面データＤｔｉの管理等を行う。
【００２４】
　前記ＲＯＭ２３には、制御部２１によって実行される各種のプログラム、該プログラム
を実行するためのパラメータ等が記録される。
【００２５】
　前記ＲＡＭ２４は、制御部２１が各種の処理を行う際にデータを一時的に記録するバッ
ファとして機能するとともに、制御部２１が各種の処理を行う際にワーキングメモリとし
て機能する。
【００２６】
　通信部２５は、図面サーバ１２をネットワークＮｔに接続するための通信用インタフェ
ースである。前記制御部２１は、通信部２５、ネットワークＮｔ、通信装置１６及び無線
ＬＡＮ１８を介して、各建築現場の図面データＤｔｉのうちの、操作者が作業の進捗状況
等を確認しようとする建築現場の図面データ及び付属情報をタブレット装置１１に送信す
る。
【００２７】
　次に、タブレット装置１１について説明する。
【００２８】
　タブレット装置１１は、制御部３１、第４の記憶部としてのＲＯＭ３３、第５の記憶部
としてのＲＡＭ３４、通信部３５、表示部３６、操作部３７、画像入力部としての電子カ
メラ４５、第６の記憶部としての、かつ、データ記憶部としての表示データ記憶部４８等
を備える。
【００２９】
　該表示データ記憶部４８は、ハードディスク、ＥＥＰＲＯＭ（ＥＬＥＣＴＯＲＩＣＡＬ
ＬＹ　ＥＲＡＳＡＢＬＥ　ＰＲＯＧＲＡＭＭＡＢＬＥ　ＲＯＭ）等から成り、図面データ
Ｄｔｉ及び付属情報が記録されるほかに、各種のプログラムが記録される。この場合、図
面データＤｔｉと付属情報のうちの加筆データとは、別のデータとして、すなわち、レイ
ヤーを異ならせて記録される。
【００３０】
　制御部３１は、図示されないＣＰＵを備え、ＲＯＭ３３に記録された各種のプログラム
に従ってタブレット装置１１の全体の制御を行う。また、制御部３１は、画像表示処理部
としての図面表示処理部Ｐｒ１１、モード設定処理部Ｐｒ１２、第１の表示形態変更処理
部としての表示移動処理部Ｐｒ１３、第２の表示形態変更処理部としての表示拡大縮小処
理部Ｐｒ１４、加筆画像形成処理部Ｐｒ１５、データ記録処理部Ｐｒ１６等を備える。
【００３１】
　前記図面表示処理部Ｐｒ１１は、表示データ記憶部４８に記録された図面表示プログラ
ムを実行することによって、前記表示部３６に第１の表示画面としての図面表示画面ｄｓ
１を形成し、図面サーバ１２から取得した画像データとしての図面データに基づいて、図
面表示画面ｄｓ１に後述される画像としての図面ｇｒ１（図４）を表示する。なお、図面
表示画面ｄｓ１に表示される図面ｇｒ１は元図と同じ内容を有する。
【００３２】
　そして、前記モード設定処理部Ｐｒ１２は、表示データ記憶部４８に記録されたモード
設定プログラムを実行することによって、操作者の指示に応じて、すなわち、操作者が図
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面表示画面ｄｓ１に接触子（入力具）としての指をタッチしたときの接触条件に基づいて
、タブレット装置１１のモードを切り替え、タブレット装置１１に標準モードとしての表
示モード、及び入力モードとしての加筆モードを設定する。なお、本実施の形態において
は、タブレット装置１１の電源をオンにしたとき、タブレット装置１１に表示モードが設
定されるようになっている。
【００３３】
　また、前記表示移動処理部Ｐｒ１３は、表示データ記憶部４８に記録された表示移動プ
ログラムを実行することによって、タブレット装置１１に表示モードが設定されていると
きに、図面表示画面ｄｓ１に表示された図面ｇｒ１を移動させ、スクロールすることによ
り、また、タブレット装置１１に加筆モードが設定されているときに、後述される加筆イ
メージが形成される前の図面表示画面ｄｓ２（図５）に表示された図面ｇｒ１を移動させ
、スクロールすることにより、図面ｇｒ１の表示形態を変更する。
【００３４】
　そして、前記表示拡大縮小処理部Ｐｒ１４は、表示データ記憶部４８に記録された表示
拡大縮小プログラムを実行することによって、タブレット装置１１に表示モードが設定さ
れているときに、図面表示画面ｄｓ１に表示された図面ｇｒ１を拡大したり、縮小したり
することにより、また、タブレット装置１１に加筆モードが設定されているときに、加筆
イメージが形成される前の図面表示画面ｄｓ２に表示された図面ｇｒ１を拡大したり、縮
小したりすることにより、図面ｇｒ１の表示形態を変更する。
【００３５】
　また、前記加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は、表示データ記憶部４８に記録された加筆画
像形成プログラムを実行することによって、タブレット装置１１に加筆モードが設定され
ているときに、加筆データに基づいて、図面ｇｒ１に重ねて、サイン等の所定の画像を加
筆イメージとして形成し、図面表示画面ｄｓ１に表示する。このとき、前記図面ｇｒ１と
加筆イメージとはレイヤーを異ならせて表示される。
【００３６】
　そして、前記データ記録処理部Ｐｒ１６は、表示データ記憶部４８に記録されたデータ
記録プログラムを実行することによって、タブレット装置１１に加筆モードが設定されて
いるときに生成された加筆データを、図面データと対応させて表示データ記憶部４８に記
録する。
【００３７】
　前記ＲＯＭ３３には、制御部３１によって実行されるプログラム、プログラムを実行す
るためのパラメータ等が記録される。
【００３８】
　前記ＲＡＭ３４は、制御部３１が各種の処理を行う際にデータを一時的に記録するバッ
ファとして機能するとともに、制御部３１が各種の処理を行う際にワーキングメモリとし
て機能する。
【００３９】
　前記通信部３５は、タブレット装置１１をネットワークＮｔに接続するための通信用イ
ンタフェースである。制御部３１は、通信部３５、無線ＬＡＮ１８、通信装置１６及びネ
ットワークＮｔを介して図面サーバ１２から建築現場の図面データＤｔｉ及び付属情報を
受信し、取得する。
【００４０】
　なお、本実施の形態において、制御部３１は、通信部３５を介して図面データを取得す
るようになっているが、ＵＳＢ（ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ　ＳＥＲＩＡＬ　ＢＵＳ）メモリ等
の半導体メモリを介して図面データを取得することができる。また、制御部３１は、タブ
レット装置１１の表示データ記憶部４８から図面データを直接取得することができる。そ
の場合、タブレット装置１１と、図面データが記録されたパソコンとが有線又は無線で接
続され、制御部３１は、パソコンを介して図面データを取得し、表示データ記憶部４８に
あらかじめ記録する。
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【００４１】
　前記表示部３６は、液晶ディスプレイ等によって形成されたタッチパネルから成る表示
デバイスであり、操作者が図面表示画面ｄｓ１に指をタッチする（触れる）と、指の動作
を検出する。
【００４２】
　また、前記操作部３７は、タッチパネル上に形成された入力デバイスであり、操作要素
としてのキー、ボタン等を備える。操作者がタッチパネル上のキー、ボタン等に指をタッ
チすることによって、制御部３１に所定の事項が入力される。
【００４３】
　なお、表示部３６がタッチパネルによって形成されていない場合、操作部３７として、
キーボード、マウス等を使用することができる。
【００４４】
　前記タブレット装置１１において、図面サーバ１２の記憶装置１３にアクセスし、記憶
装置１３に記録された図面データＤｔｉのうちの任意の図面データを検索し、取得し、図
面表示画面ｄｓ１に図面ｇｒ１を表示することができるので、操作者は建築現場の紙の設
計図面を持ち歩く必要がない。したがって、操作者は、タブレット装置１１の図面表示画
面ｄｓ１に表示された図面ｇｒ１を見ながら、建築現場の所定の箇所における作業状況を
確認することができる。
【００４５】
　また、操作者は、確認対象物について確認を行ったときに、前記図面表示画面ｄｓ１に
おいて、図面ｇｒ１に重ねてサイン等の所定の加筆イメージを形成し、表示することがで
きる。さらに、操作者は、前記図面表示画面ｄｓ１において、又は表示部３６に形成した
別の画面において、確認対象物について確認した事項、建築現場における課題等をコメン
ト、画像等によって入力することができる。
【００４６】
　そして、タブレット装置１１の通信部３５と通信装置１６とが無線ＬＡＮ１８を介して
接続され、通信装置１６と図面サーバ１２とがネットワークＮｔを介して接続されるので
、操作者は、屋内又は屋外の任意の箇所でタブレット装置１１を使用し、図面サーバ１２
から図面データを取得することができる。
【００４７】
　次に、図面データＤｔｉについて説明する。
【００４８】
　建築用の設計図面を元図とするＡ０判、Ａ１判等の大判の図面データＤｔｉは、比較的
高い密度（６００〔ｄｐｉ〕又は４００〔ｄｐｉ〕）で記憶装置１３に記録される。
【００４９】
　ここで、Ａ０判の図面データは、元図の寸法が、縦が８４１〔ｍｍ〕、横が１１８９〔
ｍｍ〕であるので、図面を６００〔ｄｐｉ〕の解像度（密度）で作成すると、縦が１９８
６６〔ドット〕、横が２８０８７〔ドット〕になり、面の画素数で表すと、約５億６千万
〔ドット〕になり、非常に膨大なデータ量になる。
【００５０】
　一方、タブレット装置１１の表示部３６に形成される図面表示画面ｄｓ１の寸法は、一
般的に、縦が７８６〔ドット〕、横が１０２４〔ドット〕程度であり、面の画素数で表す
と、７８万６千〔ドット〕になる。
【００５１】
　したがって、表示部３６の図面表示画面ｄｓ１に表示される図面ｇｒ１は、図面データ
に対して約７００分の１の解像度で表示されることになるので、確認対象物について確認
を行う場合に、元図の全体を図面表示画面ｄｓ１に表示しようとすると、図面ｇｒ１が過
剰に小さくなり、詳細を見ることができない。そこで、大判の図面データについては、図
面ｇｒ１の一部分を拡大し、スクロールして、確認対象物について確認を行う箇所を図面
表示画面ｄｓ１に表示する必要がある。
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【００５２】
　ところで、建築現場において確認対象物について確認を行うに当たり、表示部３６の図
面表示画面ｄｓ１に表示される図面ｇｒ１は、必ずしも高い解像度である必要がなく、１
４０〔ｄｐｉ〕～１５０〔ｄｐｉ〕程度の解像度があれば十分である。
【００５３】
　また、表示部３６の図面表示画面ｄｓ１が、例えば、縦が７８６〔ドット〕であり、確
認対象物について確認を行う際に、図面ｇｒ１について６倍の倍率までの拡大が要求され
る場合、図面データの縦のドット数は、
　　７６８〔ドット〕×６＝４６０８〔ドット〕
あれば十分である。
【００５４】
　これをＡ０判の図面データに当てはめると、元図の寸法は縦が８４１〔ｍｍ〕であるの
で、図面ｇｒ１の解像度は、
　　（（４６０８／８４１）×２５．４）＝１３９．２〔ｄｐｉ〕
になる。
【００５５】
　すなわち、縦が７８６〔ドット〕程度の図面表示画面ｄｓ１に、縦のドット数が４６０
８〔ドット〕程度の図面ｇｒ１を１３９．２〔ｄｐｉ〕の解像度で表示しても、図面表示
画面ｄｓ１上で図面ｇｒ１の詳細を十分に見ることができる。しかも、図面ｇｒ１を表示
するのに要する時間、すなわち、表示時間を短くすることができる。
【００５６】
　このことから、本実施の形態において、図面表示処理部Ｐｒ１１は、図面サーバ１２か
ら送信された図面データの解像度を６００〔ｄｐｉ〕から１５０〔ｄｐｉ〕に変更する処
理を行い、変更後の解像度で図面ｇｒ１を表示するようにしている。
【００５７】
　なお、タブレット装置１１の処理速度が高い場合は、解像度が、例えば、２００〔ｄｐ
ｉ〕であっても表示時間を短くすることができる。すなわち、解像度の値は、タブレット
装置１１の処理速度、図面の拡大の倍率等によって決まる。
【００５８】
　また、解像度を変更しても、図面表示画面ｄｓ１に表示された図面ｇｒ１上の位置を、
元図の図面データ上の位置に対応させて算出することができるので、元図上の確認対象物
の位置を図面表示画面ｄｓ１上で精度良く表示することができる。
【００５９】
　次に、タブレット装置１１の操作方法について説明する。
【００６０】
　図３は本発明の実施の形態におけるタブレット装置の操作方法を説明するための図であ
る。
【００６１】
　図において、１１はタブレット装置、ｄｓ１は図面表示画面、ｋ１は該図面表示画面ｄ
ｓ１の所定の領域、本実施の形態においては、左下隅に表示された第１のモード切替用の
操作要素としての加筆キーである。
【００６２】
　なお、図３は、タブレット装置１１の電源がオンにされた状態を示し、モード設定処理
部Ｐｒ１２によってタブレット装置１１に表示モードが設定され、図面表示画面ｄｓ１に
加筆キーｋ１が表示される。
【００６３】
　本実施の形態においては、表示部３６がタッチパネルで形成されていて、操作者が図面
表示画面ｄｓ１上の所定の位置に指をタッチすると、表示部３６が、操作者がタッチした
位置を所定のサンプリング周期でサンプリングし、リアルタイムで図面表示画面ｄｓ１上
（タッチパネル上）の座標を読み込むことによって、指の動作を検出する。
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【００６４】
　そして、タブレット装置１１に前記表示モードが設定されているときに、操作者が図面
表示画面ｄｓ１上で、例えば、手ｈｄの第１の指としての人指し指ｆｎ１を矢印Ａ方向に
移動させると、表示部３６は、指の移動であるスライド動作を検出し、操作者がタッチし
た位置の時間的変化を読み込む。また、表示移動処理部Ｐｒ１３は、指の移動方向に応じ
て、すなわち、操作者がタッチした位置の時間的変化に対応させて図面表示画面ｄｓ１上
の図面を矢印Ａ方向に移動し、スクロールする。すなわち、前記表示モードが設定されて
いるときに、操作者が図面表示画面ｄｓ１上で人指し指ｆｎ１を移動させると、図面は、
人指し指ｆｎ１が移動した方向に移動し、スクロールされる。
【００６５】
　また、操作者が加筆キーｋ１に指をタッチし、表示部３６が加筆キーｋ１におけるタッ
プ動作を検出すると、前記モード設定処理部Ｐｒ１２は、タブレット装置１１に加筆モー
ドを設定する。
【００６６】
　なお、表示部３６は、操作者が図面表示画面ｄｓ１上で２本の指、例えば、人指し指ｆ
ｎ１及び第２の指としての親指ｆｎ２をそれぞれ矢印Ｂ、Ｃ方向に移動させて広げたとき
に、図面表示画面ｄｓ１の２箇所で移動方向が異なる指の移動、すなわち、ピンチアウト
動作を検出し、操作者がタッチパネル上で人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２をそれぞれ矢印
Ｂ、Ｃ方向と反対の方向に移動させて狭めたときに、図面表示画面ｄｓ１の２箇所で移動
方向が異なる指の移動、すなわち、ピンチイン動作を検出する。また、表示部３６は、操
作者が図面表示画面ｄｓ１上で人指し指ｆｎ１を弾いたときに、指のフリック動作を検出
し、操作者がタッチパネルに人指し指ｆｎ１を短時間タッチしたときに、指のタップ動作
を検出する。
【００６７】
　前記表示拡大縮小処理部Ｐｒ１４は、タブレット装置１１に表示モードが設定されてい
るときに、人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２の移動方向に応じて、図面表示画面ｄｓ１に表
示されている図面を拡大したり、縮小したりする。すなわち、前記表示拡大縮小処理部Ｐ
ｒ１４は、表示部３６が指のピンチアウト動作を検出すると、図面を拡大し、表示部３６
がピンチイン動作を検出すると、図面を縮小する。
【００６８】
　次に、タブレット装置１１において、前記図面表示画面ｄｓ１に表示された図面に重ね
て加筆イメージを形成する際の制御部３１の動作について説明する。
【００６９】
　図４は本発明の実施の形態における図面表示画面に表示された図面に加筆イメージを形
成する際の制御部の動作を説明するための第１の図、図５は本発明の実施の形態における
図面表示画面に表示された図面に加筆イメージを形成する際の制御部の動作を説明するた
めの第２の図、図６は本発明の実施の形態における図面表示画面に表示された図面に加筆
イメージを形成する際の制御部の動作を説明するための第３の図、図７は本発明の実施の
形態における図面表示画面に表示された図面に加筆イメージを形成する際の制御部の動作
を説明するための第４の図、図８は本発明の実施の形態における図面表示画面に表示され
た図面に加筆イメージを形成する際の制御部の動作を説明するための第５の図、図９は本
発明の実施の形態における図面表示画面に表示された図面に加筆イメージを形成する際の
制御部の動作を説明するための第６の図である。
【００７０】
　まず、前記図面表示処理部Ｐｒ１１は、図面データを図面サーバ１２から受信して取得
すると、表示部３６に図面表示画面ｄｓ１を形成し、取得した図面データに基づいて図面
表示画面ｄｓ１に図面ｇｒ１を表示する。この場合、図面サーバ１２から送信された図面
データが大判の図面データであるので、図４に示されるように、図面ｇｒ１の全体を図面
表示画面ｄｓ１に表示することができず、図面ｇｒ１の一部分Ｐｔ１だけが図面表示画面
ｄｓ１上に表示され、残りの部分Ｐｔ２は表示されない。
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【００７１】
　そして、前記図面ｇｒ１の所定の箇所、本実施の形態においては、右下部に、加筆枠Ｆ
ｒ１が形成される。該加筆枠Ｆｒ１は、確認対象物について確認を行う確認項目を番号、
本実施の形態においては、「Ｎｏ．１」、「Ｎｏ．２」で特定する確認項目欄δ１、δ２
、及び確認項目欄δ１、δ２に対応させて、操作者が確認対象物について確認を行ったこ
とをサインをすることによって確定するためのサイン欄ｑ１、ｑ２を備える。
【００７２】
　前述されたように、図面表示画面ｄｓ１上に図面ｇｒ１の一部分Ｐｔ１だけが表示され
、残りの部分Ｐｔ２が表示されないので、加筆枠Ｆｒ１の確認項目欄δ１及びサイン欄ｑ
１だけが表示され、確認項目欄δ２及びサイン欄ｑ２は表示されない。
【００７３】
　また、図面表示処理部Ｐｒ１１は、図面表示画面ｄｓ１における所定の箇所、本実施の
形態においては、左下隅に加筆キーｋ１を表示する。なお、図４に示されるように、図面
表示画面ｄｓ１において加筆キーｋ１が表示されている場合、タブレット装置１１に表示
モードが設定される。
【００７４】
　そして、操作者は、建築現場において図面表示画面ｄｓ１に表示された図面ｇｒ１を見
ながら確認対象物の「Ｎｏ．１」、「Ｎｏ．２」の確認項目について確認を行い、サイン
欄ｑ１、ｑ２にサインをすることによって、確認対象物について確認を行ったことを確定
する。
【００７５】
　そのために、操作者が図面表示画面ｄｓ１に形成された加筆キーｋ１に指を短時間タッ
チすると、表示部３６はタップ動作を検出し、前記モード設定処理部Ｐｒ１２は、タブレ
ット装置１１に加筆モードを設定し、図面表示処理部Ｐｒ１１は、表示部３６に、図５に
示されるような第２の表示画面としての図面表示画面ｄｓ２を形成し、該図面表示画面ｄ
ｓ２の左下隅に、第２のモード切替用の操作要素としての完了キーｋ２を表示する。
【００７６】
　そして、タブレット装置１１に加筆モードが設定されているときに、操作者がサイン欄
ｑ１において「ＯＫ」の文字Ｃｒ１を描くように図面表示画面ｄｓ２上で人指し指ｆｎ１
を移動させると、表示部３６は、スライド動作を検出し、操作者が人指し指ｆｎ１をタッ
チした位置の図面表示画面ｄｓ２上の座標（Ｘ方向及びＹ方向の値）から成り、図面表示
画面ｄｓ２上の人指し指ｆｎ１の軌跡を表す軌跡データを生成する。
【００７７】
　続いて、加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は、軌跡データを読み込み、軌跡データに対応す
る図面ｇｒ１上の位置データを取得する。該位置データは、図面表示画面ｄｓ２上を人指
し指ｆｎ１がタッチした状態で移動したときの人指し指ｆｎ１の位置を、図面データにお
ける座標（Ｘ方向及びＹ方向の値）で表したものである。
【００７８】
　なお、軌跡データに対応する位置データは、表示部３６の寸法、元図の寸法、図面の縮
尺等に基づいて算出したり、テーブル等から読み出したりすることによって取得される。
【００７９】
　次に、加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は、位置データと軌跡データとを関連付けた加筆デ
ータを生成し、該加筆データに基づいて、図面表示画面ｄｓ２上に、図面ｇｒ１に重ねて
「ＯＫ」の文字Ｃｒ１を加筆イメージとして、描画線で描画することによって形成する。
すなわち、前記加筆モードが設定されているときに、操作者が図面表示画面ｄｓ２上で人
指し指ｆｎ１を移動させると、図面表示画面ｄｓ２上で加筆イメージを形成し、表示する
ことができる。このようにして、操作者が、サイン欄ｑ１においてサインをし、確認対象
物の「Ｎｏ．１」の確認項目について確認を行ったことを確定する。
【００８０】
　このとき、操作者が、図面表示画面ｄｓ２に形成された完了キーｋ２に指を短時間タッ
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チすると、表示部３６はタップ動作を検出し、制御部３１のデータ記録処理部Ｐｒ１５は
、生成された加筆データをファイルにして図面ｇｒ１上の位置に対応させて表示データ記
憶部４８に記録するとともに、図面サーバ１２に送信する。そして、図面サーバ１２にお
いて、制御部２１はタブレット装置１１から送信された加筆データを、対応する図面デー
タの付属情報として記憶装置１３に記録する。なお、図面サーバ１２において、加筆デー
タ及び図面データが記憶装置１３に記録されるので、図面サーバ１２にアクセス可能な端
末装置間で加筆データ及び図面データを共有することができる。
【００８１】
　ところで、例えば、操作者が、加筆枠Ｆｒ１においてサイン欄ｑ２にサインをする際、
誤ってサイン欄ｑ１に「ＯＫ」の文字Ｃｒ１を形成してしまうことがある。その場合、サ
イン欄ｑ１に形成された「ＯＫ」の文字Ｃｒ１を削除して、サイン欄ｑ２に「ＯＫ」の文
字Ｃｒ１を形成する必要があり、タッチパネルの操作が極めて複雑になってしまう。
【００８２】
　そこで、本実施の形態においては、加筆モードが設定されているときに、擬似的な表示
モードの処理を行い、図面表示画面ｄｓ２上において既に形成されている加筆イメージを
そのまま利用し、加筆イメージが形成される前の図面表示画面ｄｓ２に表示された図面ｇ
ｒ１だけを移動させることができるようになっている。
【００８３】
　そのために、図６に示されるように、操作者は、サイン欄ｑ１においてサインをした状
態、すなわち、図面表示画面ｄｓ２に人指し指ｆｎ１をタッチした状態で、更に親指ｆｎ
２をタッチする。
【００８４】
　すなわち、図面表示画面ｄｓ２に操作者の人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２がタッチして
いることになる。そして、表示部３６が指の接触箇所の変化、すなわち、図面表示画面ｄ
ｓ２の２箇所で指のタッチを検出すると、データ記録処理部Ｐｒ１６は、指の接触箇所の
変化が検出されるまでに生成された加筆データを図面ｇｒ１上の位置に対応させて表示デ
ータ記憶部４８に記録する。このとき、加筆データは、対応する図面データの属性情報と
なる。
【００８５】
　続いて、操作者が図面表示画面ｄｓ２にタッチしたまま人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２
を矢印Ｄ方向に移動させると、表示部３６は、図面表示画面ｄｓ２の２箇所で人指し指ｆ
ｎ１及び親指ｆｎ２の移動方向が同じであること、すなわち、スライド動作を検出し、表
示移動処理部Ｐｒ１３は、操作者が指をタッチした位置の変化に対応させて、加筆イメー
ジが形成される前の図面表示画面ｄｓ２上の図面ｇｒ１を矢印Ｄ方向に移動させる。
【００８６】
　これにより、タブレット装置１１に加筆モードが設定されているときに、図面表示画面
ｄｓ２上で図面ｇｒ１がスクロールされ、図７に示されるように、図面ｇｒ１の全体が図
面表示画面ｄｓ２に表示される。
【００８７】
　このとき、表示データ記憶部４８において、図面データと加筆データとがレイヤーを異
ならせて記録されるので、図面表示画面ｄｓ２上で図面ｇｒ１と加筆イメージとを独立さ
せて、すなわち、相対的に移動自在に表示することができる。
【００８８】
　したがって、図面表示画面ｄｓ２上の図面ｇｒ１を矢印Ｄ方向に移動させても、図面表
示画面ｄｓ２上の加筆イメージは移動させられないので、サイン欄ｑ１に形成された「Ｏ
Ｋ」の文字Ｃｒ１をサイン欄ｑ２に移動させることができる。
【００８９】
　すなわち、サイン欄ｑ１に形成された「ＯＫ」の文字Ｃｒ１を削除し、サイン欄ｑ２に
新たに「ＯＫ」の文字Ｃｒ１を形成する必要がないので、タッチパネルの操作を簡素化す
ることができる。
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【００９０】
　このように、タブレット装置１１に加筆モードが設定されているときに、操作者が、図
面表示画面ｄｓ２にタッチしたまま人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２を同じ方向に移動させ
ると、図面表示画面ｄｓ２上の加筆イメージを移動させることなく、図面ｇｒ１だけを移
動させることができる。
【００９１】
　この場合、図面表示画面ｄｓ２に人指し指ｆｎ１をタッチしたまま親指ｆｎ２をタッチ
するようにしているが、人指し指ｆｎ１を一旦図面表示画面ｄｓ２から離した後、人指し
指ｆｎ１及び親指ｆｎ２を同時に図面表示画面ｄｓ２にタッチし、矢印Ｄ方向に移動させ
ることもできる。
【００９２】
　続いて、タブレット装置１１に加筆モードが設定されたままで、操作者が、図８に示さ
れるように、サイン欄ｑ１において「ＯＫ」の文字Ｃｒ３を描くように人指し指ｆｎ１を
移動させると、表示部３６は、スライド動作を検出し、図面表示画面ｄｓ２上の人指し指
ｆｎ１の軌跡を表す軌跡データを生成し、加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は、加筆データを
生成し、該加筆データに基づいて、図面表示画面ｄｓ２上に図面ｇｒ１に重ねて「ＯＫ」
の文字Ｃｒ３を加筆イメージとして、描画線で描画することによって形成する。
【００９３】
　ところで、サイン欄ｑ１、ｑ２が小さく、描画線を描画することによってサインをする
のが困難な場合、図面表示画面ｄｓ２に表示された図面ｇｒ１を拡大することができる。
【００９４】
　例えば、操作者が、サイン欄ｑ１、ｑ２において「ＯＫ」の文字Ｃｒ１、Ｃｒ３を描く
ように人指し指ｆｎ１を移動させ、加筆イメージを描画線で描画する際に、同じ大きさの
加筆イメージを形成することができず、加筆イメージをサイン欄ｑ１、ｑ２に収めること
ができなくなってしまうことがある。
【００９５】
　そこで、本実施の形態においては、図面表示画面ｄｓ２上において既に形成された加筆
イメージをそのまま利用し、図９に示されるように、加筆イメージが形成される前の図面
ｇｒ１だけを拡大することができるようになっている。
【００９６】
　そのために、タブレット装置１１に加筆モードが設定されているときに、表示部３６は
図面表示画面ｄｓ２上における指の接触箇所の変化を検出する。
【００９７】
　例えば、図９に示されるように、操作者が、サイン欄ｑ１においてサインをしていて、
人指し指ｆｎ１を一旦図面表示画面ｄｓ２から離した後、人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２
を同時に図面表示画面ｄｓ２にタッチすると、表示部３６は、指の接触箇所が変化したこ
と、本実施の形態においては、操作者が図面表示画面ｄｓ２の２箇所で人指し指ｆｎ１及
び親指ｆｎ２をタッチしたことを検出する。
【００９８】
　このとき、データ記録処理部Ｐｒ１６は、操作者が人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２を同
時に図面表示画面ｄｓ２にタッチするまでに生成された加筆データをファイルにし、図面
ｇｒ１上の位置に対応させて表示データ記憶部４８に記録するとともに、図面サーバ１２
に送信する。そして、図面サーバ１２において、制御部２１はタブレット装置１１から送
信された加筆データを、対応する図面データの属性情報として記憶装置１３に記録する。
【００９９】
　続いて、操作者が、図面表示画面ｄｓ２にタッチしたまま人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ
２をそれぞれ矢印Ｅ、Ｆ方向に移動させて広げると、表示部３６は、図面表示画面ｄｓ２
の２箇所で移動方向が異なる指の移動、すなわち、ピンチアウト動作を検出し、表示拡大
縮小処理部Ｐｒ１４は図面ｇｒ１だけを拡大する。なお、図面ｇｒ１の拡大に伴って、図
面ｇｒ１の一部分Ｐｔ３が図面表示画面ｄｓ２上に表示されなくなる。
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【０１００】
　図面ｇｒ１が拡大された後、サイン欄ｑ１において継続してサインをする場合、操作者
は、人指し指ｆｎ１だけを図面表示画面ｄｓ２上で移動させて描画線を描画することによ
ってサインをする。
【０１０１】
　したがって、図面表示画面ｄｓ２上の図面ｇｒ１を拡大したときに、図面表示画面ｄｓ
２上の加筆イメージは拡大されないので、加筆イメージをサイン欄ｑ１に収めることがで
きる。
【０１０２】
　すなわち、サイン欄ｑ１に途中まで形成した加筆イメージを削除し、サイン欄ｑ１に新
たに「ＯＫ」の文字を形成する必要がないので、タッチパネルの操作を簡素化することが
できる。
【０１０３】
　このように、タブレット装置１１に加筆モードが設定されているときに、操作者が、図
面表示画面ｄｓ２にタッチしたまま人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２を移動させて広げると
、図面表示画面ｄｓ２上の加筆イメージを拡大することなく、図面ｇｒ１だけを拡大する
ことができる。
【０１０４】
　この場合、人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２を一旦図面表示画面ｄｓ２から離した後、同
時に図面表示画面ｄｓ２にタッチするようになっているが、図面表示画面ｄｓ２に人指し
指ｆｎ１をタッチしたまま親指ｆｎ２をタッチすることができる。
【０１０５】
　なお、拡大された図面ｇｒ１が大きすぎる場合、操作者は、人指し指ｆｎ１及び親指ｆ
ｎ２を図面表示画面ｄｓ２にタッチしたまま、それぞれ矢印Ｅ、Ｆ方向と反対方向に移動
させて狭めることによって、図面ｇｒ１だけを縮小することができる。
【０１０６】
　このように、人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２の２本の指を図面表示画面ｄｓ２にタッチ
したまま同時に移動させると、表示部３６によって、２本の指の接触箇所の変化が検出さ
れ、表示移動処理部Ｐｒ１３によって図面ｇｒ１だけがスクロールされたり、表示拡大縮
小理処理部Ｐｒ１４によって、図面ｇｒ１だけが拡大されたり、縮小されたりする。した
がって、操作者は、図面表示画面ｄｓ２上において、加筆イメージを適正な位置に、適正
な寸法で形成することができる。
【０１０７】
　確認対象物についての確認が終了し、操作者が完了キーｋ２に指をタッチすると、デー
タ記録処理部Ｐｒ１６は、生成された加筆データをファイルにし、図面データと対応させ
て表示データ記憶部４８に記録するとともに、図面サーバ１２に送信する。そして、図面
サーバ１２において、制御部２１はタブレット装置１１から送信された加筆データを記憶
装置１３に記録する。
【０１０８】
　前記加筆データは、図面データに対応させて記録されるので、記憶装置１３にアクセス
することができる他の操作者が、図面データを取得して、図面を表示したときに、加筆デ
ータも取得し、加筆イメージを参照することができる。
【０１０９】
　次に、タブレット装置１１の制御部３１の動作について説明する。
【０１１０】
　まず、図面表示画面ｄｓ２に図面ｇｒ１及び加筆イメージを表示する際の制御部３１の
動作について説明する。
【０１１１】
　図１０は本発明の実施の形態における図面表示画面に図面及び加筆イメージを表示する
際の制御部の動作を示すフローチャートである。



(15) JP 2018-147085 A 2018.9.20

10

20

30

40

50

【０１１２】
　タブレット装置１１の表示部３６に図面表示画面ｄｓ１を形成し、該図面表示画面ｄｓ
１に図面ｇｒ１を表示する場合、制御部３１の図面表示処理部Ｐｒ１１は、建築現場の図
面データ及び付属情報を図面サーバ１２から取得し、表示データ記憶部４８に記録する。
なお、確認対象物についての確認が終了していない場合には、付属情報に加筆データは含
まれず、確認対象物についての確認が終了している場合には、付属情報に加筆データが含
まれる。
【０１１３】
　続いて、前記図面表示処理部Ｐｒ１１は、表示データ記憶部４８から図面データ及び付
属情報を読み出し、図面表示画面ｄｓ２に、図面データに基づいて図面ｇｒ１を表示し、
加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は、付属情報に基づいて、加筆イメージ、本実施の形態にお
いては、加筆枠Ｆｒ１のサイン欄ｑ１、ｑ２に描画された「ＯＫ」の文字Ｃｒ１、Ｃｒ３
等をレイヤーを異ならせて表示する。
【０１１４】
　なお、確認対象物についての確認が終了していない場合には、図４に示されるように、
図面表示画面ｄｓ１に図面ｇｒ１だけが表示され、加筆イメージは表示されず、確認対象
物についての確認が終了している場合には、図面ｇｒ１に重ねて加筆イメージが表示され
る。
【０１１５】
　したがって、建築現場に行く前、又は建築現場に到着した後において、操作者は、図面
データ及び付属情報を取得し、図面表示画面ｄｓ２に表示された図面ｇｒ１及び加筆イメ
ージを見ながら確認対象物についての確認項目を設定したり、確認対象物についての確認
を行うことができる。
【０１１６】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ１　図面表示処理部Ｐｒ１１は図面データ及び付属情報を図面サーバ１２から
取得する。
ステップＳ２　図面表示処理部Ｐｒ１１は図面表示画面ｄｓ２に図面ｇｒ１を表示し、加
筆画像形成処理部Ｐｒ１５は加筆イメージをレイヤーを異ならせて表示し、処理を終了す
る。
【０１１７】
　次に、タブレット装置１１に加筆モードが設定されているときの制御部３１の動作につ
いて説明する。
【０１１８】
　図１１は本発明の実施の形態におけるタブレット装置に加筆モードが設定されていると
きの制御部の動作を示すフローチャートである。
【０１１９】
　表示部３６は、操作者が、図面表示画面ｄｓ２の２箇所に指、本実施の形態においては
、人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２をタッチしたかどうかを判断する。操作者が図面表示画
面ｄｓ２の２箇所に指をタッチした場合、データ記録処理部Ｐｒ１６は操作者が指をタッ
チするまでに生成された加筆データを表示データ記憶部４８に記録する。なお、例えば、
図６に示されるように、最初に図面表示画面ｄｓ２に人指し指ｆｎ１をタッチし、続いて
親指ｆｎ２をタッチした場合、及び図面表示画面ｄｓ２に人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２
を同時にタッチした場合、表示部３６は、操作者が図面表示画面ｄｓ２の２箇所に指をタ
ッチしたと判断する。
【０１２０】
　続いて、制御部３１は、タブレット装置１１に加筆モードが設定されたままで、擬似的
な表示モードの処理を行う。
【０１２１】
　すなわち、加筆モードが設定されている場合において、図面表示画面ｄｓ２に操作者が
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人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２をタッチした場合に、モード設定処理部Ｐｒ１２はタブレ
ット装置１１のモードを加筆モードに設定したままにし、操作者の指の移動に応じて、表
示移動処理部Ｐｒ１３は、図面ｇｒ１を移動させ、表示拡大縮小処理部Ｐｒ１４は、図面
ｇｒ１を拡大したり、縮小したりする。
【０１２２】
　操作者が、図面表示画面ｄｓ２の２箇所に指をタッチしていない場合、表示部３６は、
すべての指、本実施の形態においては、人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２が図面表示画面ｄ
ｓ２から離れているかどうかを判断し、人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２が図面表示画面ｄ
ｓ２から離れている場合、データ記録処理部Ｐｒ１６は、人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２
が図面表示画面ｄｓ２から離れるまでに生成された加筆データを表示データ記憶部４８に
記録する。
【０１２３】
　一方、人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２のうちの一方が図面表示画面ｄｓ２から離れてい
ない場合、例えば、人指し指ｆｎ１が図面表示画面ｄｓ２にタッチしている場合、加筆画
像形成処理部Ｐｒ１５は、加筆モードにおける処理を継続し、人指し指ｆｎ１の移動に基
づいて加筆イメージを形成する。
【０１２４】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ１１　表示部３６は操作者が図面表示画面ｄｓ２の２箇所に指をタッチしたか
どうかを判断する。操作者が図面表示画面ｄｓ２の２箇所に指をタッチした場合はステッ
プＳ１２に進み、図面表示画面ｄｓ２の２箇所に指をタッチしていない場合はステップＳ
１４に進む。
ステップＳ１２　データ記録処理部Ｐｒ１６は加筆データを表示データ記憶部４８に記録
する。
ステップＳ１３　制御部３１は擬似的な表示モードの処理を行い、処理を終了する。
ステップＳ１４　表示部３６はすべての指が図面表示画面ｄｓ２から離れているかどうか
を判断する。すべての指が離れている場合はステップＳ１５に進み、すべての指が離れて
いない場合はステップＳ１６に進む。
ステップＳ１５　データ記録処理部Ｐｒ１６は加筆データを表示データ記憶部４８に記録
し、処理を終了する。
ステップＳ１６　加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は加筆モードにおける処理を継続し、処理
を終了する。
【０１２５】
　次に、加筆データを生成する際の制御部３１の動作について説明する。
【０１２６】
　図１２は本発明の実施の形態における加筆データを生成する際の制御部の動作を示すフ
ローチャートである。
【０１２７】
　まず、表示部３６は、指のスライド動作を検出すると、図面表示画面ｄｓ２上の指の位
置、すなわち、軌跡を表す軌跡データを生成する。
【０１２８】
　続いて、データ記録処理部Ｐｒ１６は、生成された軌跡データに対応する図面ｇｒ１上
の位置データを取得する。
【０１２９】
　次に、加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は、前記位置データと軌跡データとを関連付けた加
筆データを生成し、該加筆データをファイルにし、図面データと対応させて表示データ記
憶部４８に記録する。また、データ記録処理部Ｐｒ１６は、図面データ及び加筆データを
図面サーバ１２に送信し、図面サーバ１２において、制御部２１は加筆データを図面デー
タと対応させて記憶装置１３に記録する。
【０１３０】
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　位置データと軌跡データとを関連付けて加筆データが生成され、表示データ記憶部４８
に記録されるので、表示データ記憶部４８から加筆データ及び図面データを読み出すこと
によって、図面表示画面ｄｓ２に、加筆モードが設定されたときに加筆イメージが形成さ
れた位置と同じ位置に、図面ｇｒ１に重ねて加筆イメージを形成することができる。した
がって、加筆イメージを形成した後、図面ｇｒ１を移動させたり、拡大したり、縮小した
りしても、図面表示画面ｄｓ２上の同じ位置において加筆イメージを継続して形成するこ
とができる。
【０１３１】
　また、図面サーバ１２において、加筆データ及び図面データが記憶装置１３に記録され
るので、図面サーバ１２にアクセス可能な端末装置間で加筆データ及び図面データを共有
することができる。
【０１３２】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ２１　データ記録処理部Ｐｒ１６は軌跡データに対応する図面ｇｒ１上の位置
データを取得する。
ステップＳ２２　加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は位置データと軌跡データとを関連付けた
加筆データを生成する。
ステップＳ２３　加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は加筆データをファイルにし、処理を終了
する。
【０１３３】
　次に、加筆モードが設定されているときに、図面ｇｒ１を移動させたり、拡大したり、
縮小したりする際の制御部３１の動作について説明する。
【０１３４】
　図１３は本発明の実施の形態における加筆モードが設定されているときに、図面を移動
させたり、拡大したり、縮小したりする際の制御部の動作を示すフローチャートである。
【０１３５】
　まず、表示部３６は、人指し指ｆｎ１及び親指ｆｎ２の２本の指が同じ方向に移動した
かどうかを判断し、２本の指が同じ方向に移動した場合、表示移動処理部Ｐｒ１３は図面
表示画面ｄｓ１の図面ｇｒ１を２本の指が移動している方向に移動させ、スクロールする
。
【０１３６】
　一方、２本の指が同じ方向に移動していない場合、表示部３６は２本の指が広げられた
かどうかを判断し、２本の指が広げられた場合、表示拡大縮小処理部Ｐｒ１４は図面ｇｒ
１を拡大し、２本の指が狭められた場合、表示拡大縮小処理部Ｐｒ１４は図面ｇｒ１を縮
小する。
【０１３７】
　このようにして、図面ｇｒ１は、操作者によるタッチパネルの操作に対応した位置に置
かれ、操作者による操作部３７の操作に対応した寸法にされる。
【０１３８】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ３１　表示部３６は２本の指が同じ方向に移動したかどうかを判断する。２本
の指が同じ方向に移動した場合はステップＳ３２に進み、２本の指が同じ方向に移動して
いない場合はステップＳ３３に進む。
ステップＳ３２　表示移動処理部Ｐｒ１３は図面ｇｒ１をスクロールし、処理を終了する
。
ステップＳ３３　表示部３６は２本の指が広げられたかどうかを判断する。２本の指が広
げられた場合はステップＳ３４に進み、２本の指が狭められた場合はステップＳ３５に進
む。
ステップＳ３４　表示拡大縮小処理部Ｐｒ１４は図面ｇｒ１を拡大し、処理を終了する。
ステップＳ３５　表示拡大縮小処理部Ｐｒ１４は図面ｇｒ１を縮小し、処理を終了する。
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【０１３９】
　次に、図面表示画面ｄｓ２に加筆イメージを継続して形成する際の制御部３１の動作に
ついて説明する。
【０１４０】
　図１４は本発明の実施の形態における図面表示画面に加筆イメージを継続して形成する
際の制御部の動作を示すフローチャートである。
【０１４１】
　まず、表示部３６は、指のスライド動作を検出し、図面表示画面ｄｓ２上の指の位置を
表す軌跡データを生成する。
【０１４２】
　続いて、加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は、図面ｇｒ１上の位置データと軌跡データとを
関連付けた加筆データを生成し、該加筆データを表示データ記憶部４８に記録する。
【０１４３】
　次に、加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は、表示データ記憶部４８から加筆データを読み出
し、加筆データに基づいて、図面表示画面ｄｓ２に表示されている図面ｇｒ１に重ねて、
かつ、レイヤーを異ならせて加筆イメージを形成する。
【０１４４】
　この場合、図面ｇｒ１上の位置データと軌跡データとを関連付けた加筆データが生成さ
れるので、図面表示画面ｄｓ２上に表示されている図面ｇｒ１に重ねて加筆イメージを形
成することができる。また、図面データと加筆データとはレイヤーを異ならせて記録され
、図面ｇｒ１と加筆イメージとはレイヤーを異ならせて図面表示画面ｄｓ１に表示される
が、加筆イメージは、図面ｇｒ１の位置に対応させて、図面ｇｒ１に重ねて形成されるの
で、図面ｇｒ１と加筆イメージとが一体に形成されたように表示される。
【０１４５】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ４１　表示部３６は図面表示画面上ｄｓ１の指の位置を表す軌跡データを生成
する。
ステップＳ４２　加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は図面ｇｒ１上の位置データと軌跡データ
とを関連付けて加筆データを生成し、表示データ記憶部４８に記録する。
ステップＳ４３　加筆画像形成処理部Ｐｒ１５は図面表示画面ｄｓ２に表示されている図
面ｇｒ１とレイヤーを異ならせて加筆イメージを形成し、処理を終了する。
【０１４６】
　このように、本実施の形態においては、タブレット装置１１に加筆モードが設定されて
いるときに、表示部３６によって指の接触箇所の変化が検出された後、指の移動が検出さ
れると、指の移動方向に応じて図面ｇｒ１の表示形態だけが変更される。
【０１４７】
　したがって、操作者が指の接触箇所を変化させるだけで、加筆モードから表示モードに
切り替えることなく、図面ｇｒ１の表示形態だけを変更し、加筆イメージを移動させたり
、拡大したり、縮小したりすることなく、指の移動方向に応じて図面ｇｒ１だけを移動さ
せたり、拡大したり、縮小したりすることができるので、タッチパネル上の操作部３７の
操作を簡素化することができる。
【０１４８】
　また、タブレット装置１１に加筆モードが設定されているときに、表示部３６によって
指の接触箇所の変化が検出されると、指の接触箇所の変化が検出されるまでに生成された
加筆データが図面データと対応させて表示データ記憶部４８に記録されるので、図面ｇｒ
１だけを移動させたり、拡大したり、縮小したりした後、前記表示データ記憶部４８から
図面データ及び加筆データを読み出し、継続して加筆イメージを形成することができる。
したがって、図面表示画面ｄｓ１に加筆イメージを円滑に形成することができる。
【０１４９】
　前記実施の形態においては、情報処理装置としてのタブレット装置１１について説明し
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装置に適用することができる。
【０１５０】
　なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【符号の説明】
【０１５１】
１１　　タブレット装置
３６　　表示部
４８　　表示データ記憶部
ｄｓ１、ｄｓ２　　図面表示画面
ｆｎ１　　人指し指
ｆｎ２　　親指
ｇｒ１　　図面
Ｐｒ１１　　図面表示処理部
Ｐｒ１２　　モード設定処理部
Ｐｒ１３　　表示移動処理部
Ｐｒ１４　　表示拡大縮小処理部
Ｐｒ１５　　加筆画像形成処理部
Ｐｒ１６　　データ記録処理部

【図１】 【図２】
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【図１３】
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